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物件の詳細 

所在地 久留米市城島町下田字寺塚 245番 2、247番 1、247番 2、248番 1、249番、250

番、251番 1、258番 1 

名称 旧下田小学校跡地 

予定価格 

＝最低価格 

【売買】18,390,000円 

（内訳）土地 18,390,000円（約 2,000円／㎡）（約 6,600円／坪） 

    建物 無償  

【賃貸借】土地 3,685,000円（年額） 

〈４月～２月 307,000円、３月 308,000円（月額）〉 

     建物 無償 

位置 久留米市城島総合支所の北東方約 2,840ｍ 

土
地 

地番 地目 面積 

245番 2 公簿 用悪水路 公簿 28㎡ 実測 28.09㎡ 

247番 1 公簿 学校用地 公簿 622㎡ 実測 622.85㎡ 

247番 2 公簿 学校用地 公簿 504㎡ 実測 504.12㎡ 

248番 1 公簿 学校用地 公簿 603㎡ 実測 603.19㎡ 

249番 公簿 学校用地 公簿 564㎡ 実測 572.86㎡ 

250番 公簿 学校用地 公簿 1,274㎡ 実測 1,274.41㎡ 

251番 1 公簿 学校用地 公簿 5,449㎡ 実測 5,449.75㎡ 

258番 1 公簿 宅地 公簿 218㎡ 実測 218.17㎡ 

※249番の公簿と実測の面積の差は、実測に合せ公募の地積更正を市が行います。 

総面積 9,273.44㎡（約 2,805坪）実測 形状 不整形 

間口 約 72ｍ 奥行 約 130ｍ 

建
物 

家屋番号 種類 校舎（管理教室棟） 構造 鉄筋コンクリート造 

１ 

階数 ２階建て（１５室） 床面積 １，２５５．９９㎡ 

建築年 昭和６２年度建設 

備考 

・屋上のアスファルト防水に一部ひび割れあり 

・ペントハウスの天井に雨漏り跡あり 

・外階段下のコンクリート面に一部剥落等あり 

・１階給食室前廊下天井のトップライトからの雨漏りあり 

家屋番号 種類 校舎（特別教室棟） 構造 鉄筋コンクリート造 

２ 

階数 ２階建て（７室） 床面積 ５６１．１４㎡ 

建築年 昭和５１年度建設 

備考 

・平成２１年度耐震診断（耐震改修不要） 

・屋上のアスファルト防水にひび割れあり 

・音楽室、図書室の天井に雨漏り跡あり 

・外壁や軒下の一部コンクリート面に剥落、ひび割れ、錆汁が見ら

れる 



２ 

 

家屋番号 種類 
屋内運動場 

（体育館） 
構造 鉄骨造 

３ 

階数 １階建て 床面積 ４３０．７９㎡ 

建築年 昭和４８年度建設 

備考 平成２３年度耐震診断、平成２４年度大規模改造（耐震改修含む） 

家屋番号 種類 プール更衣室 構造 コンクリートブロック造 

４ 

階数 １階建て 床面積 ４３．０７㎡ 

建築年 昭和５７年度建築 

備考 外壁や軒下のコンクリート面に剥落、ひび割れ、カビ等が見られる 

家屋番号 種類 旧学童保育所 構造 軽量鉄骨造 

５ 
階数 １階建て 床面積 ８１．６９㎡ 

建築年 平成１４年度建築 

家屋番号 種類 体育倉庫 構造 軽量鉄骨造 

６ 
階数 ２階建て 床面積 ３０．５２㎡ 

建築年 昭和４８年度建築 

家屋番号 種類 屋外便所 構造 鉄筋コンクリート造 

７ 
階数 １階建て 床面積 ２４㎡ 

建築年 平成２５年度建築 

家屋番号 種類 倉庫① 構造 軽量鉄骨造 

８ 
階数 １階建て 床面積 １９．８㎡ 

建築年 不詳 

家屋番号 種類 倉庫② 構造 アルミニウム合金造 

９ 
階数 １階建て 床面積 １０．５３㎡ 

建築年 不詳 

 

【付帯設備】 

プール ・鉄筋コンクリート造、２５ｍ×４コース 

・コンクリート面にひび割れ、カビ等が見られる 

・プールの擁壁部分の一部が南側水路に越境しています。 

空調設備 一部教室に空調設備を備え付け ※すべて設置後１０年以上経過 

管理教室棟：２階コンピュータ室、１階教育相談室、校長室、職員室 

特別教室棟：２階図書室、１階保健室 

旧学童保育所 

太陽光発電

設備 

平成２１年度設置 容量は 10kW（管理教室棟屋上）蓄電設備はなし 

遊具 ブランコ１基、鉄棒（６連）１基、タイヤ遊具１基、吊タイヤ遊具１

基、コンビネーション１基、ハントウ棒１基、シーソー１基、雲梯１

基 

その他 動物舎、周年記念碑、フェンス、放送設備、夜間照明設備、消防サイ

レン、六地蔵碑、墓石（契約締結までに供養お経予定） 
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【売買の場合に事業者に所有権が移転しないもの】 

A) 市町村設置型合併処理浄化槽 

道路状況 
西側で幅員約 6.0ｍの舗装市道、北側で幅員約 4.7ｍの舗装市道、東側で幅員約

5.5ｍの舗装市道と概ね等高に接面。 

防災情報 
筑後川洪水浸水想定地域 

その他の情報は久留米市ＨＰから確認すること。 

法令等に基づ

く制限 

都市計画

区域 

非線引き都市計画区域 特定用途制限

地域 

田園居住地区 

※別表のとおり 

 建ぺい率 70％ 容積率 200％ 

供給処理施設

の状況 

電気 キュービクルの能力の範囲内で高圧利用可 

キュービクルの能力は動力 75kVA、電灯 50kVA 

水道 公営水道あり 現在、口径φ50mmで引込済 

下水道 市町村設置型合併処理浄化槽（１８人槽） 

ガス ＬＰガス （都市ガスなし） 

インター

ネット回

線 

ＮＴＴ西日本フレッツ光ネクスト（最大概ね１Gbps） 

提供可能エリア 

※光ケーブル引き込み履歴なし 

交通機関 
鉄道 西鉄天神大牟田線大善寺駅 東南東方約 3,800m（直線距離） 

バス 西鉄バス 城島中町バス停 南方約 2,100m（直線距離） 

公共施設 

小学校 城島小学校 南南西方約 2,400m（直線距離） 

中学校 城島中学校 南西方約 3,200m（直線距離） 

その他 久留米市城島総合支所 南南西方約 2,800m（直線距離） 

物件の 

注意事項 

 

① 土壌汚染調査等 

土地に係る土壌汚染調査、地下埋設物調査は実施していません。 

 

② アスベスト調査 

   吹付けアスベスト（レベル１）、石綿含有保温材（レベル２）は校舎

（管理教室棟）、校舎（特別教室棟）、屋内運動場（体育館）、プール更

衣室、体育倉庫及び屋外便所について調査し、使用実態はありませんで

した。石綿含有成形板、石綿含有仕上塗材等（レベル３）は未調査です。 

 

③ 埋蔵文化財調査 

埋蔵文化財について、開発等を行う場合には、久留米市市民文化部文

化財保護課への照会が必要になります。 

 

④ 関係法令の遵守 

   建物及び土地の利用、事業の実施にあたっては、関係法令（都市計画

法、建築基準法、消防法、文化財保護法等）や条例等を遵守してくださ

い。また、許可申請等が必要になる場合があるため、事前に各担当部署

へ確認してください。 
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⑤ 特記事項 

A) 本物件は、現状有姿での契約となるため、契約締結後に公簿面積と実測

面積との間に差異が生じた場合や、地下埋設物が判明するなどしても、異

議申し立てや契約不適合責任を問うことはできません。 

 

B) プールの擁壁部分及びグラウンド南側のフェンスの一部が、南側水路

（市管理）敷地に越境しています。現時点で具体的な計画はありませんが、

市が南側水路の改修等を実施する場合は、敷地の土留めの役割をしている

プールの擁壁部分の撤去により、プールの利用ができなくなる場合があり

ます。売買契約の場合、契約締結と合わせて、市の水路改修事業に協力を

していただくことについて覚書を締結していただく予定です。 

 

C)  下記業務は、これまで市の管理において法定点検として外部委託にて

実施していました。本契約締結後は関係法令に基づき、事業者で契約し実

施することが必要となります。 

  ・建築物及び建築設備定期点検業務 

  ・消防設備保守点検業務 

  ・自家用電気工作物保安点検業務 

 

D) これまでの市の管理においては以下の業務を外部委託にて実施してい

ました。実施の必要性については事業者の判断となりますが、参考として

掲載します。 

  ・警備業務 

  ・校門施錠及び屋外トイレ清掃業務 

  ・施設維持管理等業務 

 

E) 敷地内には以下に示す電柱が設置されています。売買契約の場合、所有

者となった事業者において、電柱所有者等と別途電柱の底地にかかる契約

を締結していただく必要があります。 

・電柱（九州電力株式会社）   ３本 

・電柱（西日本電信電話株式会社）２本 

 

F) 旧下田小学校の運動場は、現在、ドクターヘリの離着陸場となっていま

す。売買契約の場合、事業者の都合で離着陸場としての利用ができなくな

る時は、久留米広域消防本部との協議が必要となります。貸付契約の場合

は、継続して離着陸場として利用するものとします。 

 

G) 現在、学校施設内には備品等の動産が存置されていますが、物件の引き

渡しまでに市が撤去・処分を行います。 

 

H) 現在、運動場には地域が利用するための備品等一式を保管している施設

開放倉庫が設置されています。売買契約の場合、引き続き設置ができるか

どうかについては、地元と協議を行ってください。 
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I) 汚水処理については、市町村設置型の合併処理浄化槽（１８人槽）が設

置されており、事業者が使用を開始するためには、久留米市特定地域浄化

槽の整備に関する条例（平成 16年 12月 28日 条例第 73号。以下「久留

米市浄化槽条例」という。）に基づく届出が必要となります。売買契約の

場合、本件土地を浄化槽設置用地として使用するための土地使用貸借契約

書も併せて締結することになります。また、久留米市浄化槽条例に基づく

月額使用料（参考実績：１９２，３２４円／年）を久留米市企業局に支払

わなければなりません。 

用途の変更や建物の増設等により、汚水処理量に応じた合併処理浄化槽

の増設等が必要になる場合は、既設の１８人槽の撤去費用を含め、事業者

の費用負担により行っていただくことになります。そのほか同条例で定め

られている規定を遵守してください。 

備考 

１現況での引渡しとなります。 

２本事業への応募に際し、現地見学会を実施します。現地見学会以外で、対象物

件の建物内部に立ち入ることはできません。 

３図面等の詳細は、久留米市役所本庁舎 7階、財産管理課にて閲覧できます。 

 

 

  

別表 
特定用途
制限地域

田園居住

○
　兼用住宅は、非住宅部分の用途・
面積制限あり

○

×

×

　飲食店 △ 　△：10,000㎡以下

○

○

　遊戯施設 ×

　風俗施設 ×

× 　※１：観覧場（10,000㎡以下）を除く

×（※１）

×

×

　公共施設 ○

　病院 △１ 　△１：学生数500人未満は建築可

　学校等 ○

○

△２ 　△２：病床数200床未満は建築可

○

△３ 　△３：収容人数200人未満は建築可

○

　工場 ○

　倉庫等 ○

○

○

○

○

　工場 ○

○

○

×

○

○

○

×

　（火薬、石油類、ガス類等の量） 　やや　少ない

　やや　多い

　非常に多い

　　（危険性・環境悪化のおそれ）

　非常に少ない

　やや　少ない

　やや　多い

　非常に多い

　危険物の貯蔵・処理施設 　非常に少ない

　単独車庫

　附属車庫

　倉庫業倉庫

　畜舎（15㎡を超えるもの）

　自動車修理工場

　パン屋、豆腐屋、洋服店、畳屋、自転車店等で、作業場面
積50㎡以下

　図書館、警察署、消防署等の公益施設　等

　神社、寺院、教会　等

　病院

　公衆浴場、診療所、保育所、老人福祉センター等

　老人ホーム、身体障害者福祉ホーム　等

　自動車教習所

　マージャン屋、パチンコ屋、場外車券売場　等

　劇場、映画館、演劇場、観覧場

　個室付浴場業に係る公衆浴場、モーテル　等

　キャバレー　等

　幼稚園、小学校、中学校、高等学校

　大学、高等専門学校、専修学校　等

　事務所　等

　ホテル、旅館

　ボウリング場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング場　等

　カラオケボックス　等

建築物・工作物の用途等 備　考

　住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅

　店舗

　店舗等の床面積が500㎡以下

　店舗等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下

　店舗等の床面積が1,500㎡を超えるもの
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旧下田小学校跡地 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【位置図】 

旧下田小 
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配置図 

求積図 
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現況写真 

物件の西側（旧小学校正門）から撮影 

物件の南西側から撮影（運動場） 
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建物図面 
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家屋番号１ 

 

平面図 
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家屋番号２ 

 

平面図 

 

 

 

写真 
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家屋番号３ 

 

平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 
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家屋番号４ 

 

平面図 
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家屋番号５ 

 

平面図 
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家屋番号６ 

 

平面図 
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家屋番号７ 

 

平面図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１７ 

 

 

家屋番号８ 

 

平面図 
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家屋番号９ 

 

平面図 
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